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〔決 定〕 

 提案のとおり大気浮力補正を行うこと。 

〔Ｃ税関提案要旨〕 

 重量取引が行われているバルクの石油製品又は重量により関税が課されるバ

ルクの石油製品の査定重量は、一般に測定容量により計算されるが、その際使

用される比重が質量の比として算出されたものであるため、現実の重量と比べ

て、大気の浮力分だけ異なっていると考えられる。 

 （アメリカ及びイギリスその他 ASTM－IP 系を採用している国の取引では、大

気浮力補正を行った数値を採用しているようである｡）  

 税関の数量査定に当たっても、インボイス取引数量が ASTM－IP によっている

場合の多いことから、輸入者側の希望もあり、重量計算に JIS K2249－4 付表Ⅳ

を採用することとしたい。 


